




必要経費（損⾦）算⼊の限度額

農産物等
販売収⼊
600万円

交付⾦収⼊
300万円

農業経営費
530万円

Ｂ
所得

1,370万円

準備⾦
取崩額

1,000万円

３

１ 農業経営基盤強化準備⾦の積⽴時

２ 農⽤地等の取得（圧縮記帳）時

注１︓Bの所得⾦額は、本特例を適⽤しないで計算するなど、実際の課税所得とは異なります。
注２︓積⽴期限切れ（積⽴ての翌年（度）から起算して５年経過）により取り崩した準備⾦は、積⽴て

や圧縮記帳の基準となるＢの所得⾦額の計算から除外されます。

農産物等
販売収⼊
500万円

Ａ
交付⾦収⼊
400万円

この場合は、Ｂの370万円が限度額

ＡとＢを⽐較

農産物等
販売収⼊
650万円

Ａ
交付⾦収⼊
250万円

Ｂ
所得

370万円

この場合は、Ａの250万円が限度額

ＡとＢを⽐較

【イメージ】

※ 準備⾦取崩額
1,000万円と交付
⾦収⼊のうち250
万円を農⽤地等
の取得に充当

ＡとＢのいずれか少ない⾦額が積⽴てによる必要経費（損⾦）算⼊限度額となります。
Ａ その年（事業年度）の交付⾦収⼊額
Ｂ その年（事業年度）の事業所得（所得）の⾦額

【イメージ】

ＡとＢのいずれか少ない⾦額が圧縮記帳による必要経費（損⾦）算⼊限度額となります。
Ａ 農⽤地等の取得に充てた⾦額（準備⾦取崩額とその年（事業年度）の交付⾦充
当額の合計）

Ｂ その年（事業年度）の事業所得（所得）の⾦額

Ａ
農⽤地等の取得
に充てた⾦額
1,250万円

ＡとＢを⽐較
この場合は、
Ａの1,250万円が限度額
※ 所得⾦額が1,250万円を
下回る場合は、当該所得⾦
額が限度額になります。

農業経営費
530万円

Ｂ
所得

370万円

農業経営費
530万円

※ 所得⾦額を超えて積み⽴てることはできません。








